
次のとおり見積り合せを執行するので、下記により参加者を公募する

1 公募日

2 契約担当者 能代市長　　齊　藤　滋　宣

3 工事名 上町住宅電気温水器取替工事

4 施工場所 能代市上町１２番３２号　能代ふれあいプラザ

5 完成工期

都市整備部　都市整備課

　　　電　話　番　号 ０１８５-８９-２１９４

　　　ファクシミリ番号 ０１８５-８９-１７７９

7 工事の種別 給排水暖冷房衛生設備工事

上町住宅電気温水器取替　一式

9 予定価格 円 （消費税及び地方消費税を含む金額）

10 入札書比較価格 円 （予定価格の110分の100に相当する金額）

（１）

（２）

（３）

（４）

（１）見積提出期間 １５：００ から

１７：００ まで

（２）見積提出場所 能代市役所　第１庁舎１階　契約検査課

（３） １０：００

13 見積内訳書

14 本工事に適用する契約事項

15 契約保証金

16 前払金 請求することができない。

（１） 応募型見積り合せ基本事項のとおり。

（２）

能代市建設工事応募型見積り合せの参加者の募集について

6 工事主管課

　 見積り合せに参加する者は、応募型見積り合せ基本事項１のほか、次の要件
を満たす者であること。

６１６,０００

令和7年12月16日

8 工事概要

11

能代市に能代市建設工事入札制度実施要綱第２条に規定する主たる営業
所を有する者であること。

12

令和７年１２月２３日(火)

令和8年3月23日

建設業法第３条に規定する建設業の許可（管工事業）を受けていること。

※設計、仕様等の詳細については、公募文とともに全てホームページに掲載しています。

能代市財務規則第１２７条の規定による。

令和７年１２月２２日(月)

５６０,０００

見積書提出時に見積金額と一致する見積内訳書を提出すること。

開披予定日

令和７年１２月１６日(火)

17

スケジュール

その他

見積り合せ参加資格要件

令和７・８年度能代市建設業者等級格付名簿の給排水暖冷房衛生設備工事
Ｂ級又はＤ級に登載されていること。

（３）の許可を受けている工種について、建設業法第２７条の２３に規定する
経営事項審査を受けていること。

本工事は、能代市週休２日制工事である。

Ｃ型を適用する。



応募型見積り合せ基本事項（建設工事） 

 

 

１ 見積り合せに参加する者に必要な要件 

（１） 本市の建設業者等級格付名簿に登載されている市内建設業者で、市内に主たる営業所

を有する者であること。 

（２） 建設業法第２８条に規定する指示又は営業停止の措置を受けていないこと。 

 （３） 本市の指名停止措置を受けていないこと。 

（４） 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者等を本工事の現場に配置できること。 

ア 現場代理人  工事現場に常駐できる者 

            ※「能代市建設工事請負契約における現場代理人常駐義務の緩和措置

に関する基準」により兼務を認める場合を除く。 

イ 主任技術者又は監理技術者  建設業法第２６条第１項に規定する者 

            ※直接的かつ恒常的な雇用が必要。 

             （申込時において３カ月以上雇用されていること。） 

ウ 専門技術者  建設業法第２６条の２に規定する者 

 （５） 本工事の計画業務又は設計業務を行った者でないこと。 

 （６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法（平成１

６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。た

だし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の

決定を受けた場合は、この限りではない。 

 

２ 設計図書に関すること 

 発注する工事内容の説明は、市ホームページへ掲示する設計図書の閲覧によるものとする。 

 ただし、設計図書を印刷物により閲覧又は貸出を希望する場合は、次によるものとする。 

 （１） 閲覧又は貸出場所  能代市総務部契約検査課 

 （２） 貸 出 時 間  ４時間以内 

 

３ 見積り合せに関すること 

 参加申込は見積書を提出することにより行い、次によるものとする。 

 （１） 提 出 方 法  持参によること 

 （２） 提 出 先  能代市総務部契約検査課 

 （３） 見 積 書  決定に当たっては、見積書に記載された金額に消費税等相当額

          （消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課さ

          れる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭

          和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に

          同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた金額（当

          該金額に１円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨て

          るものとする。）をもって契約予定金額とするので、見積者は消

          費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

          かを問わず、契約希望金額から消費税等相当額を除した金額を見

          積書に記載すること。 

 （４） 見 積 内 訳 書  見積価格と一致する見積内訳書を見積書に添付すること 

                ※見積書と同封すること 



 （５） 資 格 審 査 書 類  公募時に指定された場合には、参加資格審査資料等必要な書類

を提出すること。 

                ※見積書と同封せず提出すること 

 

４ 開披、決定に関すること 

 （１） 開披の立ち会い  希望する見積り合せ参加者は、開披に立ち会うことができる。 

 （２） 決 定 の 通 知  契約の相手方が決定したときは、速やかにその旨を当該相手方

に通知する。 

 （３） 結 果 の 公 表  見積り合せの結果は、契約検査課及び行政情報コーナーに掲示

し、能代市ホームページに掲載する。 

 （４） 見積書を提出した者が、見積書提出期間に見積り合せに参加する者に必要な要件を満

たさないこととなった場合、その見積書は無効とする。 

 （５） 契約の相手方の決定から契約締結までの間において、決定者が見積り合せに参加する

者に必要な資格を満たさないこととなった場合は、当該決定者と契約を締結しないこと

ができる。 

 

５ 契約締結の時期 

  決定者は、契約の相手方に決定した通知を受けた日の翌日から起算して７日以内に契約を締

結しなければ当該見積り合せはその効力を失う。ただし、やむを得ない事由により書面をもっ

てその期限の延長を願い出て承認を受けたときは、この限りでない。 

 

６ その他必要な事項 

 （１） 完成工期は、事情により変更することがある。 

 （２） 一括委任又は一括下請は禁止する。 

 （３） 見積り合せ参加者は、設計図書等を熟知し、規則及び入札心得等を遵守すること。 

 （４） 参加申込についての問い合わせ先 

       能代市総務部契約検査課 

       電話番号      ０１８５－８９－２２２２ 

       ファクシミリ番号  ０１８５－５４－６４６０ 



　

令和　　年　　月　　日

　能代市長　　齊 藤 滋 宣　　様

印

　下記のとおり能代市財務規則に基づいて見積します。

見 積 金 額 ￥

見　積　書（第１回）

住 所

代 表 者 氏 名

商号又は名称

備 考

記

工 事 名 上町住宅電気温水器取替工事









場　所

縮　尺

設　　　計

設計年月日

種　　　別

工　事　名

図面番号

上町住宅電気温水器取替工事

M-1

図示のとおり

平面図（参考）
S＝1/150

電気温水器取替

案　内　図 ※取替を行う場所は、別途発注者の指示による

合計１台

能代市　都市整備部　都市整備課　建設・住宅係

令和 7年12月　日

電気温水器（参考）
S=Free

脚カバー　：HE-KT30CF-C相当

撤去処分を含む

電気温水器：DH-30G6Z相当

既存架台の改造工及び既存温水器等の



 

 

注 意 事 項 

 

１．現場技術者 

 公募条件による技術者を配置すること。 

 

２．コリンズ（CORINS）への登録 

 工事請負代金額が５００万円以上の工事については、公共建築工事標準仕様書の規定に

従い作成、登録しなければならない。 

 

３．工事の進捗等について 

 工事は、建築主体工事と各設備工事業者等が異なるため相互の連絡を密にして、施工上

支障のないように十分留意し、工期内完成に万全を期すること。また、工事中は定期打合

を実施するので必ず現場代理人または主任技術者が出席すること。 

 また、本工事の施工進捗に伴う官公庁への手続きが必要な場合は、全て請負者の責任で

行うこと。 

 

４．工事用電力・給水について 

 全ての工事について請負者の負担とする。 

 

５．工事上の支障物件について 

 工事施工上、支障となる物件は監督職員及び工事監理者と協議の上、全て請負者の負担

において撤去または移設すること。 

 

６．原型復旧について 

 本工事において道路、樹木、構造物等を破損した場合は全て請負者の負担において原型

に復すること。なお、工事着工前に必ず施工場所全体の写真を撮影しておくこと。 

 

７．騒音・振動規制等           ・ 区域外    ○ 区域内 

 ※当工事場所は、騒音・振動規制区域内となっており、周囲には一般住宅が多いこと 

 から、工事期間中は次の事項に注意して施工すること。 

  ① 登下校の児童や周辺住民等へより一層の安全確保等に配慮するため、工事現場へ 

   の立入を防止する措置をとると共に、作業員へ日頃から安全管理教育等を行うこと。 

  ② 周囲の生活時間帯に合わせた、車両乗り入れの時間等の調整や現場乗り入れの際 

   の徐行運転など現場周辺運行に特に注意すること。 

  ③ 工事にあたっては、低騒音・低振動の機器を使用するように努めること。 



 

 

８．異議の申し立てについて 

 入札参加者は、入札後に設計図書・契約内容等について不明を理由として、異議を申し

立てることは出来ない。 

 

９．資材の購入等について 

 資材の購入に際しては、資材納入業者の利益を不当に害することのないように公正な取

引を行ってください。 

 本工事で使用する資材の購入や下請負については、市内の事業所・業者を優先的に活用

するように努めること。 

 

１０．数量公開について 

  ① 内訳書の内訳は参考資料であり、設計図書とはしない。 

  ② 数量は、建築数量積算基準（建築積算研究所制定）に基づいて算出したものであ 

    り、切り無駄や施工による割増等は含まない。 

 

１１．週休２日制工事について 

 ① 本工事は、「能代市週休２日制工事実施要綱」に基づいて実施する。 

 なお、月別４週８休以上の現場閉所を行う前提で労務費を補正して積算している。 

 ② 現場閉所の達成状況が月別４週８休に満たない場合、その達成状況に応じて請負代

金額を変更する。 

 

 


